様式第四十七（第４６条関係）
中小企業承継事業再生計画の認定申請書
平成２６年１０月１日　　
主務大臣　名　　殿
（特定中小企業者）　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　　　
名　　　　称　株式会社ホテルニュー長岡　　　　　
代表者の氏名　代表取締役社長　西村　隆　　　印
（承継事業者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　　　
名　　　　称　株式会社長岡温泉館　　　　　　　　
代表者の氏名　代表取締役　　　小谷野　英一　　印
産業競争力強化法第１２１条第１項の規定に基づき、下記の計画について認定を受けたいので申請します。
記
１．中小企業承継事業再生の目標
２．特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項
３．承継事業者に関する事項
４．中小企業承継事業再生の内容
５．中小企業承継事業再生の実施時期
６．中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
７．中小企業承継事業再生に伴う労務に関する事項
８．その他
（備考）
１．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。
２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
３．承継事業者には、承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。
４．特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、承継事業者の住所、名称及び代表者の氏名は不要とする。
（記載要領）
１．中小企業承継事業再生の目標
（１）中小企業承継事業再生に係る事業の目標（中小企業承継事業再生を行おうとする背景となる事情及びそれにより目指す事業の方向性）を要約的に記載する。
＜中小企業承継事業再生を行おうとする背景＞
株式会社ホテルニュー長岡は、当地において７０数年の歴史を誇る老舗旅館です。当社は、平成３年及び４年に行った大規模な設備投資が原因となり、現在は過剰債務に陥っています。
＜中小企業承継事業再生の目標＞
①増収策の実施
　　　・高価格・高収益率商品の開発、客層ターゲット別の商品開発
・客単価の向上、リピート率の向上
・営業力の強化と販促の推進
・オプション商品充実　等
②コスト削減策
・適正人員によるサービスの向上
・部門別原価管理の徹底
・経費の削減
③会社分割による財務のリストラクチャリングの実施
　　　会社分割により事業の承継（資産と負債の承継）を行う。具体的には、株式会社湯ヶ島温泉館が出資をした新会社の株式会社長岡温泉館が、旅館業に必要な不動産などの資産を会社分割により承継します。
（２）中小企業承継事業再生の実施期間内の財務状況（資産・負債・純資産・損益）の推移を記載する。
別添「株式会社ホテルニュー長岡再生計画書」別紙○－２「予想ＢＳ／ＰＬ／ＣＦ」に記載のとおり。
（３）事業の強化の程度を示す数値目標（中小企業承継事業再生の実施に関する指針に規定する具体的な指標を用いる。）を記載する。

※注：以下の基本指針に規定する具体的な指標を用いて記載。
有利子負債合計額－現預金－信用度の高い有価証券等の評価額－運転資金の額
留保利益＋減価償却費＋前事業年度からの引当金の増減額
　　　　経常収入
　　　　経常支出
事業の強化の程度としては、平成３１年３月において、以下の数値を目標とします。
○○○○○○－○○○－○○○－○○　　　　　　４２７（百万円）
　　　○○○○○＋○○○＋○○○　　　　　　　　８４（百万円）
６０８（百万円）
　　５８５（百万円）
２．特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項
（１）特定中小企業者の名称、住所、代表者名、資本金、役員氏名、出資者構成（主な株主とその持株比率）、事業内容、及び３．（２）に特定許認可等に基づく地位を記載する場合には当該地位を記載する。
　　・特定中小企業者の名称　　株式会社ホテルニュー長岡
・住　　所　　　　　　　　東京都千代田区○○○○○
・代表者名　　　　　　　　代表取締役社長　西村　隆
・資 本 金　　　　　　　　１，０００万円
・役員氏名　　　　　　　　専務取締役　西村　亜希子
　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　西村　貴信
・出資者構成　　　　　　　西村　隆　（持株比率　３０．０％）
　　　　　　　　　　　　　　西村　亜希子（持株比率　３８．０％）
　　　　　　　　　　　　　　西村　貴信　（持株比率　１２．０％）
　　　　　　　　　　　　　　近藤　芳弘　（持株比率　１０．０％）
・事業内容　　　　　　　　温泉旅館経営
・許認可等に基づく地位　　旅館業法第３条第１項に基づく許可
（２）事業の継続が困難となっている原因を記載する。
株式会社ホテルニュー長岡は、バブル期における収容人員の拡大、客室の画一化、低コストの最優先課題を解決するために、平成８年に８億１，７００万円を投じ旅館建物の増築等の設備投資を行いました。
しかしながら、その後、バブルが崩壊、デフレ不況になり、外部環境が激変しました。その中で、顧客構成が団体からグループ・個人へ移行、さらに高額料金から低価格化への移行が進み、上記の設備投資の内容と、顧客ニーズに乖離が生じ結果として、設備投資の効果を売上げに結びつけることができませんでした。
これらの投資資金は金融機関の借入により調達しましたが、デフレ不況の影響もあり、資産価値が減少し、現在の窮境状況に至っています。
（３）過去３年間の財務状況（資産・負債・純資産・損益）の推移を記載する。
別添の過去３年間の貸借対照表及び損益計算書記載のとおり。
（４）財務の悪化の状況を示す指標を記載する。

有利子負債合計額－現預金－信用度の高い有価証券等の評価額－運転資金の額
留保利益＋減価償却費＋前事業年度からの引当金の増減額
平成２６年５月時点の財務の悪化の状況を示す指標は以下のとおり。
○○○○○○－○○○－○○○－○○　　　　　１，３０９
　　　○○○○○＋○○○＋○○○　　　　　　　　　３２
３．承継事業者に関する事項
（１）承継事業者の名称、住所、代表者名、資本金、役員氏名、出資者構成（主な株主とその持株比率）、事業内容、及び以下の（２）を記載しない場合であって、当該事業者が承継する事業に係る許認可等を有するときは、当該許認可等に基づく地位を記載する。ただし、中小企業承継事業再生計画により承継事業者を設立する場合には、設立予定の承継事業者に関する同様の情報を記載する。
・承継事業者の名称　　  株式会社長岡温泉館
・住　　所　　　　　　　東京都千代田区○○○○○
・代表者名　　　　　　　代表取締役　小谷野　英一
・資 本 金　　　　　　　１，５００万円
・役員氏名　　　　　　　取締役　西村　廣貴
・出資者構成　　　　　　株式会社湯ヶ島温泉館（持株比率　６６．６％）
　　　　　　　　　　　　　西村　廣貴（持株比率　３３．３％）
・事業内容　　　　　　　温泉旅館経営

（２）特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位であって、承継事業者が承継しようとするものがある場合には、当該特定許認可等に基づく地位を記載する。
　　　旅館業法第３条第１項に基づく許可
４．中小企業承継事業再生の内容
（１）特定中小企業者が行う会社の分割又は事業の譲渡の方法について、別表１の該当する欄にその実施時期及び特定中小企業者を清算する時期を記載する。
　　　別表１に記載のとおり。
（２）特定中小企業者が行う会社の分割又は事業の譲渡の方法について、その概要を記載する。
新会社として株式会社長岡温泉館を設立し、会社分割により新会社へ事業を承継するスキームを実施します。
　　　　　①新会社を設立
　　平成２６年１１月、東京都内で旅館業を営む株式会社湯ヶ島温泉館が１０百万円、新社長（予定）の小谷野　英一が５百万円、計１５百万円を出資し、新会社（株式会社長岡温泉館）を設立します。
②会社分割を実施
　　平成２６年１２月１５日、株式会社長岡温泉館は、旅館業を営むのに必要な不動産などの資産と債務の一部を時価で株式会社ホテルニュー長岡から承継します。
また、パートを含む従業員全員は、新会社である株式会社長岡温泉館において再雇用する予定です。
③旧会社は特別清算
　　株式会社ホテルニュー長岡は、残余資産を処分し、債務の弁済に充てます。
全ての資産を処分した後、株式会社ホテルニュー長岡は特別清算します（平成２７年５月を予定）。
なお、スキームの詳細については、別添の再生計画書の「株式会社ホテルニュー長岡再生計画書」別紙○「再建スキーム」記載のとおり。
（３）承継事業者が承継する資産及び負債の内容を記載する。具体的には、中小企業承継事業再生の実施前後の財務状況（資産・負債・純資産・損益）の推移を記載する。
別添「株式会社ホテルニュー長岡再生計画書」別紙○－２「予想ＢＳ／ＰＬ／ＣＦと事業価値の算定」を参照。
　　
（４）承継事業者が承継する事業についての収支の改善その他の強化の方法を記載する。
　　収支改善、事業の強化については、次のように計画しています。
①高価格・高収益率商品の開発、客層ターゲット別の商品開発
　高級志向のお客様（女性客、団塊世代・熟年層の２人～３人の個人客等）に対応すべく、外観を改装します。具体的には、エントランスから「隠れ宿」をイメージした門、池を配し、エントランスやロビーを全面改装します。また、２階の大規模ホールを全面改装し、「離れ」をテーマに、館内に独立した外観を持つ客室６部屋を構え、専用の露天風呂や、旅亭にふさわしく料理人が客室で特別な料理を提供するなど、最上級のおもてなしでお客様を迎えます。

②客室の改装等
ⅰ）客室の改装
壱の間、弐の間の客室をテーマに沿って改装し、客単価を１，０００円から２，０００円向上することを目指します。これにより、平成２９年５月期までに、前期対比約５０百万円（基本宿泊）の増収を見込んでいます。
ⅱ）和風リゾートのイメージ作り
　「和風リゾート」をテーマに、和を基本とした自然をイメージさせるテイストの内装、照明、調度品を配した本格的な客室への改装と、新たにエステサービスを提供します。
③営業力の強化と販促の推進
　これまでの営業はエージェントに依存する傾向が強かったことから、客層の変化に十分対応できなかったことを反省材料とし、自社サイトのコンテンツ内容を充実することにより直接販売を強化し、エージェント依存の低減（エージェント比率を６５％から３年後には５０％に引き下げることを目標とします。）と選別を行います。
　また、地域観光資源を活用した体験型観光ツアーの取組を開始し、集客を図ります。その他、首都圏を中心とするパブリシティー、旅行誌、女性誌、ライフスタイル誌へ積極的にリリースを行います。
（５）承継事業者が事業の承継に伴い不動産の譲受け又は取得を予定しているときは、別表２により当該不動産の内容について記載する。
別表２に記載のとおり。
５．中小企業承継事業再生の実施時期
（１）中小企業承継事業再生の開始時期及び終了時期を年月をもって記載する。
　　開始時期　平成２６年１１月
　　終了時期　平成３１年　３月
（２）別表３により、毎事業年度の実施予定を記載する。
　　　別表３に記載のとおり。
６．中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
（１）必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。
　　中小企業承継事業再生の実施に当たり必要な設備投資関連資金については、
・日本政策金融公庫、○○銀行及び△銀行からの借入、
・自己資金
・(株)湯ヶ島温泉館からの出資
により調達する予定です。
（２）必要な資金の額及び調達方法は、別表４により記載する。
　　別表４記載のとおり。
７．中小企業承継事業再生に伴う労務に関する事項
別表５により、中小企業承継事業再生の実施に伴う従業員数の推移等について記載する。
　　　別表５に記載のとおり。
別表１
中小企業承継事業再生の措置の内容
	実施方法
	実施時期
	特定中小企業者を清算する時期
	期待する支援措置

	会社の分割

	
	既存の承継事業者が吸収分割により事業を承継する取組
	
	
	

	
	新たに設立しようとする承継事業者が吸収分割により事業を承継する取組
	新たに設立しようとする株式会社長岡温泉館が吸収分割により株式会社ホテルニュー長岡の事業を承継する。
会社分割の実施時期：平成２６年１２月１５日（予定）
	平成２７年５月頃
	・租税特別措置法第８０条による認定中小企業承継事業再生計画に基づき行う登記の税率の軽減
・地方税法附則第１１条の４による認定中小企業承継事業再生計画に基づき行う不動産取得の税率の軽減

	
	新設分割により承継事業者が事業を承継する取組
	
	
	

	事業の譲渡

	
	既存の承継事業者が事業の全部又は一部の譲渡により事業を承継する取組
	
	
	

	
	新たに設立しようとする承継事業者が事業の全部又は一部の譲渡により事業を承継する取組
	
	
	


（注）期待する支援措置については、申請段階において期待する本法に基づく支援措置について、具体的に記載する。
別表２
  承継事業者が譲受け又は取得をする不動産の内容
（土地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：㎡） 
	
	所在地番
	地目
	面積
	その他

	１
	東京都○○　◇－◇
	宅地
	1,602.4㎡
	(株)長岡温泉館が(株)ホテルニュー長岡から取得。

	２
	東京都○○　△－△
	宅地
	　　　1,978.8㎡
	(株)長岡温泉館が(株)ホテルニュー長岡から取得。

	３
	
	
	
	


（家屋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：㎡）
	
	所在家屋番号
	種類構造
	床面積
	その他

	１
	東京都○○　◇－◇
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
陸屋根５階建
	　　　4,464.8㎡
	(株)長岡温泉館が(株)ホテルニュー長岡から取得。

	２
	東京都○○　△－△
ほか附属建物３
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
陸屋根２階建
	　　　1,421.7㎡
	(株)長岡温泉館が(株)ホテルニュー長岡から取得。

	３
	
	
	
	


 （注）事業又は資産の譲受けに伴う不動産については、その他欄にその旨を記載し、併せて事業又は資産の譲受け元名を明記する。分割により取得をする不動産についても、同様とする。
別表３
中小企業承継事業再生の実施時期
	年　度
	実　　　施　　　内　　　容

	２６年度
	・会社分割の実施（平成２６年１２月１５日を予定）。
・エントランス及びロビーの全面改装を実施（平成２７年２月～３月）。

	  ２７年度
	・大規模ホールの全面改装の実施（平成２７年６月）。

	  ２８年度
	・壱の間、弐の間の客室改装の実施（平成２８年６月）

	  ２９年度
	・地域観光資源を活用した体験型観光ツアーを開始（平成２９年４月～）。

	　３０年度
	・エステサービスの開始（平成３０年４月～）


別表４
中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
	調達先
費用
	政府関係金融機関からの借入れ
	民間金融機関等からの借入れ
	自己資金
	その他
	合計
	備考

	事業の承継時に必要な資金の額
	15（日本政策金融公庫）
	8（○○銀行）
7（△△銀行）
	5
	5
	40
	・○○銀行からの借入8百万円については保証協会による保証を期待。
・(株)湯ヶ島温泉館による出資。

	事業の承継後に必要な資金の額
	26年度
	
	         8
	      1
	
	     9
	

	
	27年度
	
	         5
	      1
	
	     6
	

	
	28年度
	
	         4
	      1
	
	     5
	

	
	29年度
	
	         2
	
	
	     2
	

	
	30年度
	
	
	
	
	
	


（注）
１．「政府関係金融機関からの借入れ」には政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他」には出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」、「民間金融機関等からの借入れ」及び「自己資金」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び金額の内訳を示しつつ記載する。
２．民間金融機関からの融資について信用保証協会による保証を受ける期待がある場合には、その旨を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。
３．中小企業投資育成株式会社による出資等を受ける期待がある場合には、その旨を「備考」に記載する。
４．承継事業者への出資、融資等を行おうとするスポンサー等からの資金調達を予定している場合には、その旨を、当該スポンサー等の名称を示しつつ「備考」に記載する。
別表５
中小企業承継事業再生に伴う労務に関する事項
	①
	中小企業承継事業再生の開始時期における承継事業者が承継する事業に従事する特定中小企業者の従業員数
	４５人

	②
	承継事業者が承継する事業と同種の事業を営んでいる場合は、当該承継事業者の営む事業に従事する従業員数
	人

	③
	事業の承継後の承継事業者が承継した事業に従事する予定の従業員数（認定計画の実施期間における毎事業年度について記載すること）
	２７年度末
	４５人

	
	
	２８年度末
	４６人

	
	
	２９年度末
	４６人

	
	
	３０年度末
	４６人

	
	
	３１年度末
	４６人

	④
	中小企業承継事業再生の開始時期における承継事業者の従業員数
	４５人

	⑤
	中小企業承継事業再生の終了時期における承継事業者の従業員数
	４６人

	⑥
	③中、新規採用される従業員数（認定計画の実施期間における毎事業年度について記載すること）
	２７年度末
	人

	
	
	２８年度末
	２人

	
	
	２９年度末
	人

	
	
	３０年度末
	１人

	
	
	３１年度末
	人

	⑦
	中小企業承継事業再生に伴い出向又は解雇等される従業員数
	人


添付書面
	１－(1)
	定款の写し

	１－(2)
	貸借対照表

	１－(3)
	損益計算書

	１－(4)
	役員又は社員の名簿

	１－(5)
	登記事項証明書

	１－(6)
	承継事業者の定款の写し（承継事業者を設立しようとする場合）

	１－(7)
	承継事業者の発起人、社員又は設立者の名簿（　　　〃　　　）

	１－(8)
	承継事業者の株式の引受け又は出資の状況及び見込み（　　　〃　　　）

	２－(1)
	事業の継続及び再建を内容とする計画

	２－(2)
	事業の継続及び再建を内容とする計画に係る専門家による調査報告書

	３
	特定中小企業者の財務の状況が悪化していることを示す書類

	４－(1)
	事業が相当程度強化されることについて（有利子負債／ＣＦ≦１０）

	４－(2)
	事業が相当程度強化されることについて（経常収支≧０）

	５
	計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法の内訳について

	６
	公正な債権者調整プロセスを経て計画が策定されていることを示す書類

	７
	事業に必要な許認可等を保有していることについて

	８－(1)
	承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものではないことについて

	８－(2)
	「承継事業に係る従業員数」の推移表

	９－(1)
	従業員の地位を不当に害するものではないことについて

	９－(2)
	「承継事業者の従業員数」の推移表

	１０
	特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するものではないことについて

	１１
	債権が消滅する債権者の氏名又は名称及び当該債権者の有する債権の額について

	１２
	債権が消滅する債権者から当該計画の同意を得ていることについて


添付書類３
財務の状況の悪化について
※エクセルファイルの様式を参照のこと
添付書類４－(1)
事業が相当程度強化されることについて
※エクセルファイルの様式を参照のこと
添付書類４－(2)
事業が相当程度強化されることについて
※エクセルファイルの様式を参照のこと
添付書類５
計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法の内訳について
　（様式自由）

添付書類６
株式会社ホテルニュー長岡に係る再生計画の策定支援について
平成２６年９月１５日
○○商工会議所
会頭　○○　○○
　株式会社ホテルニュー長岡の再生計画については、中小企業再生支援協議会事業実施基本要領に則り、認定支援機関である○○商工会議所が再生計画の策定支援を行い、再生計画策定支援が完了したことを証明いたします。
添付書類８
承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、
又は失われるものではないことについて
平成２６年９月１５日
　経済産業大臣　茂木　敏充　殿
（特定中小企業者）
住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　  
名　　　　称　株式会社ホテルニュー長岡　　　　
代表者の氏名　代表取締役社長　西村　隆　　　印
（承継事業者）
  　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　　　
名　　　　称　株式会社長岡温泉館　　　　　　　　
代表者の氏名　代表取締役　　　小谷野　英一　　印
　産業競争力強化法第１２１条第１項の規定に基づき提出する中小企業承継事業再生計画に従い、株式会社長岡温泉館が株式会社ホテルニュー長岡の事業を承継するにあたり、株式会社長岡温泉館は、株式会社ホテルニュー長岡の当該事業に従事する従業員の数の８割以上の雇用を計画期間中確保します。
 添付書類９
従業員の地位を不当に害するものではないことについて
平成２６年９月１５日
　経済産業大臣　茂木　敏充　殿
（特定中小企業者）
住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　  
名　　　　称　株式会社ホテルニュー長岡　　　　
代表者の氏名　代表取締役社長　西村　隆　　　印
（承継事業者）
  　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　　　
名　　　　称　株式会社長岡温泉館　　　　　　　　
代表者の氏名　代表取締役　　　小谷野　英一　　印
　平成２６年９月８日、株式会社ホテルニュー長岡及び株式会社長岡温泉館の組合（組合がない場合は従業員を代表する者）に対して、同社経営陣から今般の中小企業承継事業再生計画に関する内容について説明を行いました。
　従業員の出向・転籍や雇用条件など計画の内容について質疑応答の後、特段の異議はありませんでした。
さらに、以下の事項、その他従業員の地位を不当に害するものでないことを確認するために必要な事項について、十分な話し合いを行った結果、特段の意義はありませんでした。
１　当該計画の主たる目的が従業員の削減でないか
２　当該計画における承継事業の選定が恣意的でないか
３　株式会社長岡温泉館に移行しない労働者がいる場合、その選定が恣意的でないか、その後の雇用の安定には十分な配慮があるか
４　株式会社長岡温泉館に移行した労働者の労働条件が切り下げられていないか
添付書類１０
特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するものではないことについて
平成２６年９月１５日
　経済産業大臣　茂木　敏充　殿
（特定中小企業者）
住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　  
名　　　　称　株式会社ホテルニュー長岡　　　　
代表者の氏名　代表取締役社長　西村　隆　　　印
（承継事業者）
  　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　東京都千代田区○○○○○○　　　
名　　　　称　株式会社長岡温泉館　　　　　　　　
代表者の氏名　代表取締役　　　小谷野　英一　　印
株式会社ホテルニュー長岡及び株式会社長岡温泉館は、産業競争力強化法第１２１条第１項の規定に基づき提出する中小企業承継事業再生計画に従い、株式会社長岡温泉館が事業を承継する際、株式会社ホテルニュー長岡の取引の相手方である事業者の有する売掛債権（株式会社ホテルニュー長岡との取引に係るものに限る）の全部又は一部を消滅させることなく、事業の承継を行うこととする。
添付書類１１
債権の全部又は一部が消滅する債権者の氏名又は名称及び当該債権者の有する債権の額について
	債権者の氏名又は名称
	債権者が保有する債権額

	株式会社○○銀行
	７６１，９０６，０００

	日本政策金融公庫
	４６５，０００，０００

	株式会社◇◇◇銀行
	６２，０６４，０００

	△△△信用金庫
	６２０，２３７


添付書類１２
株式会社ホテルニュー長岡　殿
住所　東京都千代田区○○○○○○
金融機関名　株式会社○○銀行　印
　当行は、株式会社ホテルニュー長岡に係る平成２６年○月○日付けの「再生計画書」に同意します。
以上
①





≦１０





×１００≧１００





②





＝５．１





①








＝





×１００＝１０３．９





②








＞２０





＝４０．９





＝
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※資金調達スキームが複雑な場合など、補足説明資料として添付する。
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